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別
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援
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学
習
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や
作
品
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介
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講
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病
の
人
へ
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関
わ
り
方
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僉
市
・
道
民
税（
住
民
税
）の
申
告
僊

　

平
成　

年
中
に
収
入
の
あ
っ
た

22

方
が
対
象
で
す
。
給
与
ま
た
は
年

金
所
得
者
で
、
源
泉
徴
収
票
に
記

載
の
な
い
扶
養
控
除
や
社
会
保
険

料
の
控
除
を
受
け
る
場
合
な
ど
も

申
告
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、
所

得
税
の
確
定
申
告
を
さ
れ
た
方
は
、

不
要
で
す
。
ま
た
、
1
月
1
日
現

在
、
市
外
在
住
の
方
が
、
家
族
を

住
ま
わ
せ
る
た
め
の
住
居
を
市
内

に
有
す
る
場
合
や
、
居
住
区
と
は

別
の
区
に
個
人
事
業
を
行
う
た
め

の
事
務
所
を
有
す
る
場
合
な
ど
は
、

均
等
割
額
を
負
担
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
該
当
の

方
は
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
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3
月
1
日
昇
～　

日
昇（
土
・

15

日
曜
を
除
く
）。
区
民
の
ペ
ー
ジ

（
豊
平
・
清
田
・
南
区
は
1
月
号
）を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
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税
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左
表
）
の

市
民
税
課

 
僉
確
定
申
告
は
お
早
め
に
僊

　

所
得
税
の
確
定
申
告
の
受
け
付

け
開
始
は
2
月　

日
昌
、
申
告
と
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納
税
の
期
限
は
3
月　

日
昇
で
す
。
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土
・
日
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、
祝
日
は
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申
告
の
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受
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付
け
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っ
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ま
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、　
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掌
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に
限
り
、
各
税
務
署
（
中
税
務
署
、

南
税
務
署
を
除
く
）、
北
海
き
た

え
ー
る
会
場
（
豊
平
区
豊
平
5
の

■問い合わせ先

市民税課
電話番号市税事務所・所在地区

211-3914中央（中央区北2東4サッ
ポロファクトリー2条館）中央区

207-3914北部（中央区北4西5アス
ティ45）北・東区

802-3914東部（厚別区大谷地東2
交通局庁舎）

白石・
厚別区

824-3914南部（豊平区平岸5の8
イースト平岸）

豊平・清
田・南区

618-3914西部（西区琴似3の1
コトニ3・1ビル）

西・
手稲区

　

）
で
実
施
し
ま
す
。
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22

者
と
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、
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月　

日
昭
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で
に
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告
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必
要
で
す
。
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せ
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売
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月
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時
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国
民
年
金

僉
保
険
料
の
前
納
に
よ
る
割
引
僊

　

保
険
料
を
前
納
す
る
と
割
引
に

な
り
ま
す
。
割
引
額
は
前
納
期
間

な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
口
座

振
替
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の

前
納
は
2
月
末
日
ま
で
に
年
金
事

務
所
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
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区
役
所（
1
㌻
）の
保
険
年

金
課

国
民
健
康
保
険

僉
保
険
料
の
減
免
僊

　

失
業
な
ど
で
、
平
成　

年
1
月
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国民健康保険（65歳以上）・後期高齢者医療制度の保険料の納付方法
■４月と６月の年金天引き（仮徴収）
　両月の年金からは、暫定的に平成22年度の保険料を基
に天引きします。23年度の保険料が確定し、差額が生じ
た場合は、８月以降の保険料で調整します。
■新たに被保険者となった方・年金天引きの対象年
齢に到達した方の年金天引き開始月の目安
　年金天引きの開始時期は、対象年齢に到達した時期な
どによって異なります（下表）。年金天引きとならない期
間は、納入通知書や口座振替により納付します。

yi 区役所（１㌻）の保険年金課

年金天引き開始月

年金天引き
開始月の目安

＜国保＞
65歳の到達月
＜国保・後期＞
年金の新規裁定月
市外からの転入月

＜後期＞
75歳の到達月

（障害認定取得月）

当年度10月―4月、5月
翌年度4月4月～9月6月～9月
翌年度6月10月、11月
翌年度8月12月、1月
翌年度10月2月、3月

　保険料の納付方法についてお知らせします。以下の内
容は、基本的なケースを示したものであり、当てはまら
ない場合もあります。詳細はお問い合わせください。
■来年度の保険料の納付方法
臼年金天引き（特別徴収）で納めている方
　年金天引きが継続します。ただし、世帯主が75歳に
なる年度の国民健康保険料は、納入通知書または口座
振替で納付します。
渦納入通知書で納めている方
　年金が年額１８万円未満の方、介護保険料と国民健康
保険料（または後期高齢者医療保険料）の合計額が年
金受給額の２分の１を超える方は、納入通知書で納付
します。該当しない方は、年金天引きが始まります。
なお、国保で年金天引きの対象となるのは、加入者全
員が65歳以上74歳以下の世帯の世帯主です。
嘘口座振替で納めている方
　　口座振替が継続します。
■口座振替への変更
　年金天引き、納入通知書で保険料を納めている方は、
希望により口座振替での納付に変更できます。手続きは、
お住まいの区の区役所保険年金課へご相談ください。


